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１．下水道事業の沿革 

《 概要 》 

三浦市は、昭和 30 年 1 月 1 日、町村合併促進法に基づいて、三崎町、南下浦町及

び初声村の二町一村の合併により誕生しました。 

三浦半島の最南端に位置し、三方を海（東京湾、太平洋及び相模湾）に囲まれ、北

側は横須賀市と境を接しています。 

市の西側は、美しいリアス式海岸の油壷、南側は荒々しい男性的な磯の剱崎、東側

は穏やかな砂浜が続く三浦海岸となっており、海を生かしたそれぞれの地域で古くか

ら海業が栄えています。 

一方、起伏に富む台地は、温暖な気候とあいまって、野菜の栽培に適した優良な農

耕地となり、ダイコン、スイカ、キャベツ、カボチャの生産が盛んに行われ、漁業と

ともに首都圏の生鮮食糧の供給基地となっています。 

 

《 土地利用状況 》 

市域約 3,144ha の全域が都市計画区域に指定され、うち市域の約 4 分の 1 に当たる

約 729ha が市街化区域、残りの約 2,415ha が市街化調整区域となっています。 

昭和 41 年の京浜急行電鉄「三浦海岸駅」の開通、昭和 50 年の同「三崎口駅」の開

通以来、本市にも都市化の波が押し寄せ、住居系土地利用が促進され、戸建て住宅や

中高層住宅の建設により、人口が増加し、昭和 58 年には 5 万人を超えるに至ってい

ます。 

一方、排水の流出は、自然の浄化能力を超え、公共用水域の水質汚濁も進行し、水

環境対策は大きな社会問題となりました。 

 

《 都市計画としての下水道施設 》 

三浦海岸駅周辺の大型団地開発等に伴う排水路確保のため、昭和 52 年 4 月 30 日、

境川都市下水路を都市計画決定するとともに、昭和 55 年 4 月三浦市都市下水路条例

を制定し、適切な維持管理に努めました。 

名 称 ： 都市計画三浦市第１号  境川都市下水路 

排 水 区 域 ： 約 80ha 

下水管きょ ： 第 1 幹線  延長 約 1,270ｍ 

              第 2 幹線  延長 約 590ｍ 

 

一方、公共下水道については、昭和 62 年に「三浦市公共下水道基本計画調査」を、

昭和 63 年に「三浦市公共下水道整備基本計画策定業務調査」を実施し、平成 2 年 4

月スタートの第三次三浦市総合計画（21 世紀をめざすみうらまちづくりプラン）に

おいて、「公共下水道の整備に着手する」旨、位置付けました。 

引き続き、平成 2 年に都市計画を前提とした「三浦市公共下水道基本計画」を策

定し、三浦市都市計画審議会、神奈川県都市計画審議会の議を経て、平成 3 年 11 月
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20 日三浦都市計画下水道（公共下水道）として決定するとともに、境川都市下水路

を廃止し、公共下水道となりました。 

名      称  ： 三浦都市計画下水道 第１号公共下水道 

面    積  ： 分 流 式        約 189ha 

処  理  場  ： 東部浄化センター  約 2.1ha 

ポ ン プ場   :  金田中継センター 

 

《下水道法事業計画の変遷 》 

（１）当初認可             認可年月日：平成 3 年 12 月 6 日 

排除方式 ： 分流式 

処理方法 ： 標準活性汚泥法 

（２）変更認可（区域の拡大） 認可年月日：平成 8 年 12 月 2 日 

（３）変更認可（区域の拡大） 認可年月日：平成 13 年 2 月 23 日 

（４）変更認可（区域の拡大） 認可年月日：平成 16 年 8 月 12 日 

（５）変更認可（主要な管きょ変更）  認可年月日：平成 18 年 12 月 28 日 

（６）変更認可（事業期間の変更） 認可年月日：平成 21 年 10 月 20 日 

（７）変更協議※1 (事業期間の変更) 協議終了年月日：平成 27 年 3 月 27 日 

（８）変更協議（下水道法改正に伴う変更）協議終了年月日：平成 30 年 11 月 8 日 

（９）変更協議 (事業期間の変更) 協議終了年月日：令和２年 3 月 31 日 

 

《 供用開始に向けて 》 

 事業認可の取得、下水道施設の整備を進めました。 

 

平成 4 年      幹線管きょ工事着手 

平成 5 年～ 7 年  処理場用地埋立（面積 約 2ha） 

平成 6 年      ポンプ場建設着手 

平成 7 年      処理場建設着手 

平成 8 年      ポンプ場（金田中継センター）一部竣工 

平成 10 年 7 月     処理場（東部浄化センター）一部竣工 

平成 11 年 7 月    汚泥処理棟一部竣工  

平成 14 年 3 月    水処理棟第２系列一部竣工 

                                                   
※1 平成 24年 4月 1日より下水道法が改正され、同法に基づく下水道事業計画を定める（変更を含みます。）

際に都道府県知事との間で必要となる手続きが、認可から協議に変わりました。したがって、この法改正

後は「認可」でなく「協議」と表記します。 
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公共下水道の適正な維持管理と事業推進を図る上で必要な条例等の整備を進め、平

成 10年８月 15日をもって、一部供用開始の運びとなりました。 

令和４年度末の行政人口に対する普及率は 35.6％、処理区域内人口に対する水洗化

率は 90.9％であり、6,349世帯が公共下水道に接続している状況です。 

令和２年４月１日には、三浦市公共下水道事業会計がこれまでの特別会計から公営

企業会計に移行しました。今後も、資産の現状を適切に把握し、より中長期的な視点

に立った事業経営を目指していきます。 

 

《 公共施設等運営権（コンセッション）方式の導入 》 

 

三浦市公共下水道事業は、一般会計繰入金の抑制に向け、歳入の確保・歳出の抑制

に努め、長期的な収支見通しに基づく経営改善及び合理化方針の徹底を図る一方で、

公共下水道施設の維持管理・運営の充実に加え、老朽化した施設に対する適切な修繕

や改築更新が求められています。また、業務増加に伴う人員不足、下水道使用料収入

の減少等の課題も多く、これらの課題を解消し、持続可能な事業運営が必要となって

います。 

上記課題の解消に向け、民の経営原理やノウハウを効果的に取り込み、市財政負担

の軽減や事業継続に向けた体制の維持・強化等が見込まれる方式として、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等運営権（コ

ンセッション）方式の導入を検討し、三浦市公共下水道事業における民間資金等活用

検討審議会での審議、答申を経て、令和２年 10月に導入を決定しました。 

令和３年７月には募集要項等を公表、公募による事業者選定を開始し、令和４年７

月の優先交渉権者の選定を経て、同年 12 月に現運営権者である三浦下水道コンセッ

ション株式会社と「三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 公共施設等運営権実

施契約」を締結しました。 

三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業は、令和５年４月から事業を開始（20

年間）し、下水道分野では全国４番目の導入事例であり、一処理区における処理場、

ポンプ場、管路の維持管理から改築までを含む全国初の事例となります。 



２．下水道事業認可

告 示 年 月 日 平成 ３ 年 １１ 月 ２０ 日 平成 １６ 年 ２ 月 １６ 日

番 号 三浦市告示第 ６５ 号 三浦市告示第 ４ 号

名 称 第１号公共下水道 第１号公共下水道

面 積 約 １６６ ｈａ 約 １８９ ｈａ

延 長 約 ４，６４０ ｍ 記 載 な し

認 可 年 月 日 平成 ３ 年 １２ 月 ２０ 日 平成 ９ 年 １ 月 １４ 日 平成 １３ 年 ３ 月 ９ 日 平成 １７ 年 ２ 月 ２２ 日 平成 ２１ 年 １２ 月 １５ 日 平成 ２７ 年 ３月 ２７ 日 令和 ２ 年 ３ 月 ３１ 日

番 号 神奈川県指令都計第 ２７７ 号 神奈川県指令都計第 ２２８ 号 神奈川県指令都計第 １２８６ 号 神奈川県指令都計第 １２１０ 号 神奈川県指令都計第 １３１３ 号 神奈川県指令都計第 １２５０ 号 神奈川県指令都計第 １７０８ 号

名 称 第１号公共下水道 第１号公共下水道 第１号公共下水道 第１号公共下水道 第１号公共下水道 第１号公共下水道 第１号公共下水道

汚水　約 ５１ ｈａ 汚水　約 １４８ ｈａ

雨水　約 ５１ ｈａ 雨水　約 ５１ ｈａ

延 長 約 ４，６４０ ｍ 約 ４，６４０ ｍ 約 ４，６４０ ｍ 記 載 な し 記 載 な し 記 載 な し 記 載 な し

事 業 期 間 平成 ３ 年 ～ １０ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ １３ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ １８ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ ２２ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ ２７ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ ３２ 年 ３ 月 平成 ３ 年 ～ 令和 ７ 年 ３ 月

摘 要 区域拡大 区域拡大 区域拡大 事業期間の変更 事業期間の変更 事業期間の変更

認可（協議 ※

終了）年月日
平成 ３ 年 １２ 月 ６ 日 平成 ８ 年 １２ 月 ２ 日 平成 １３ 年 ２ 月 ２３ 日 平成 １６ 年 ８ 月 １２ 日 平成 １８ 年 １２ 月 ２８ 日 平成 ２１ 年 １０ 月 ２０ 日 平成 ２７ 年 ３ 月 ２７ 日 平成 30 年 １１ 月 ８日 令和 ２ 年 ３ 月 ３１ 日

番 号 神奈川県指令下水第 ３６２号 建設省神都下公発第 ２４号 神奈川県指令下水第 ２６２号 神奈川県指令下水第 ７６号 神奈川県指令下水第 １１８号 神奈川県指令下水第 １０６号 神奈川県指令下水第 １０８号 神奈川県指令下水第 １５７０号 神奈川県指令下水第 ２２２０号

処 理 面 積 約 ９１ ｈａ 約 １９２ ｈａ 約 ２０３ ｈａ 約 ２３５ ｈａ 約 ２３５ ｈａ 約 ２３５ ｈａ 約 ２３５ ｈａ 約 ２３５ ｈａ 約 ２３５ ｈａ

延 長 ５，９１０ ｍ ８，０１０ ｍ ８，０１０ ｍ ９，２１０ ｍ ８，６３０ ｍ ８，６３０ ｍ ８，６３０ ｍ ８，６３０ ｍ ８，６３０ ｍ

処 理 人 口 ５，６００ 人 １５，４８０ 人 １４，４５０ 人 １６，６８０ 人 １６，６８０ 人 １５，０８０ 人 １３，３２０ 人 １３，３２０ 人 １３，４６４ 人

摘 要 区域拡大 区域拡大 人口の見直し実施 区域拡大　 主要な管きょの変更 事業期間の変更 事業期間の変更 下水道法改正に伴う変更 事業期間の変更

記 載 な し

※平成24年4月1日より下水道法が改正され、同法に基づく下水道事業計画を定める（変更を含みます。）際に都道府県知事との間で必要となる手続きが、認可から協議に変わりました。

記 載 な し 記 載 な し
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３．下水道整備の状況

　（１）　普　 及

　　　ア　指定工事店

　　　　　　 市では、水洗化工事を行うものに対し、一定の基準を設けています。

              これは、不当な工事費の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などがない様、市民が

           安心して排水工事を発注することができるようにするためです。

              水洗化工事は、三浦市の下水道指定工事店でなければ行うことができません。

　           （三浦市下水道条例第６条）

　　　イ　責任技術者

              排水設備工事に係る設計や工事の施工管理を適正に行える資格をもった者を

　　　　　責任技術者といい、指定工事店には１名以上の専属が義務付けられています。

              神奈川県下水道協会では、平成10年から県内統一の責任技術者試験を実施

　　　　　しており、技術や施工管理等の向上を図っています。

　指定工事店数及び責任技術者数の推移

区　　分 指定工事店数 責任技術者数

平成 13 年度末 96店 250人

平成 14 年度末 104店 267人

平成 15 年度末 109店 273人

平成 16 年度末 109店 263人

平成 17 年度末 105店 267人

平成 18 年度末 110店 272人

平成 19 年度末 109店 271人

平成 20 年度末 109店 226人

平成 21 年度末 113店 226人

平成 22 年度末 110店 238人

平成 23 年度末 105店 235人

平成 24 年度末 104店 236人

平成 25 年度末 105店 207人

平成 26 年度末 99店 211人

平成 27 年度末 91店 219人

平成 28 年度末 89店 225人

平成 29 年度末 91店 224人

平成 30 年度末 87店 229人

令和 元 年度末 88店 226人

令和 ２年度末 86店 189人

令和 ３年度末 89店 191人

令和 ４年度末 90店 197人

 ６



　（２）　管 き ょ

　　　　ア　幹線管きょの整備状況

内容等

　名　称 起   点 終   点

　東部 三浦市南下浦町 三浦市南下浦町 900mm
～

金田字雨崎 上宮田字芝原 350mm

　東部 三浦市南下浦町 三浦市南下浦町 800mm
～

上宮田字松原 上宮田字青木田 300mm

　東部 三浦市南下浦町 三浦市初声町 500mm
～

上宮田字青木田 下宮田字馬場 150mm

　東部 三浦市初声町 三浦市初声町 250mm
～

下宮田字馬場 下宮田字馬場 100mm

　東部 三浦市南下浦町 三浦市南下浦町 700mm
～

菊名字仲里 菊名字稲荷小路 350mm

　東部 三浦市南下浦町 三浦市南下浦町
450mm

金田字入 金田字入

合　　計 8,496ｍ 100%

※ 下水道法施行規則第３条において、下水排除面積が２０ha以上の管きょを「主要な管きょ等」と

　 していますが、三浦市ではこの「主要な管きょ等」を[幹線管きょ]として位置づけています。

※ 東部１号と東部３号及び東部３－１号幹線の延長は、圧送管を含んだ延長となっています。

※ 延長については、整数止めとしました。

位      置
管  径 延　長 進捗率

5,234ｍ 100%
１ 号幹線

533ｍ 100%
２ 号幹線

2,091ｍ 100%
３ 号幹線

187ｍ 100%
５ 号幹線

240m 100%
　　３－１号幹線

211ｍ 100%
４ 号幹線
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